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厚生労働省

派遣会社の皆さまへ

労働者派遣を行う際のポイント

H25.4版

派遣会社 派遣先

労働者派遣の流れ

派遣就業の開始

派遣就業の終了

労働者

適切な事業運営

派遣登録
（登録型派遣の場合）

派遣先への通知

同意

派遣契約の締結

コーディネート

雇用管理

派遣停止の通知派遣停止の通知

就業管理

労働契約の申込み

待遇の説明

労働条件・派遣料金
就業条件の明示

派遣依頼

連絡調整
（適正な派遣就業の確保）

２

労働契約の締結３

４

１

５

チェック

許可・届出を適切に行っている

禁止業務への派遣は行っていない

日雇派遣の原則禁止に該当する派遣は
行っていない

離職後１年以内の労働者の派遣は行って
いない

グループ企業への派遣割合は８割を超え
ていない

マージン率等の情報提供を行っている

１ 適切な事業運営

チェック

雇入れ前に待遇に関する事項の説明を
行っている

派遣先との均衡待遇の確保に配慮している

労働条件、就業条件、派遣料金の明示を
行っている

社会・労働保険の加入手続きを適切に
行っている

３ 労働契約の締結にあたって

チェック

派遣受入期間の制限を超えての派遣は
行っていない

派遣契約の必須事項は全て網羅している

２ 派遣契約の締結にあたって
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　派遣会社が労働者派遣を行う際のポイント

直接雇用の場合

Ａ社 労働者と労働契約を結ぶのは（雇用主は）

賃金を支払うのは

社会保険・労働保険の手続を行うのは

勤務先は

仕事上の指揮命令を行うのは

年次有給休暇を付与するのは

休業の際の休業手当を払うのは

Ａ社

Ａ社

Ａ社

Ａ社

Ａ社

Ａ社

派遣の場合

派遣会社

派遣会社

派遣会社

派遣先のＡ社

派遣先のＡ社

派遣会社

派遣会社

正社員・契約社員・アルバイトの場合
（直接雇用の場合）

勤務
賃金の支払い

仕事上の指揮命令

Ａ社 派遣会社 派遣先　Ａ社

派遣の場合

労
働
契
約

労
働
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勤　
務

労働者

派遣労働者

派遣契約

請負会社 発注者

請負の場合

請負労働者

請負契約

労働者派遣とは

労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、

その他人のために労働に従事させることをいいます。

労働基準法などの労働基準関係法令等については、一部は派遣先が責務を負いますが、基

本的には派遣労働者の雇用主である派遣会社が責務を負います。

【参考】　請負との違い

請負の場合は、請負会社が作業の

完成について全ての責任を負います。

請負会社が請け負った作業につい

て、発注者が請負労働者に対して指

揮命令をすることはできません。

直接雇用の場合と、派遣の場合で異なる点は以下のとおりです。
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　派遣会社が労働者派遣を行う際のポイント
１ 適切な事業運営

ア 許可・届出
派遣会社の常用雇用労働者（1年以上雇用見込みのある者）だけを派遣する場合

　→ 特定労働者派遣事業としての届出が必要です。

特定労働者派遣事業以外の派遣形態（登録型派遣を行う場合など）

　→ 一般労働者派遣事業としての許可が必要です。

① 港湾運送業務　② 建設業務　③ 警備業務

④ 病院等における医療関連業務（紹介予定派遣や産前産後休業の場合等は可能）

エ 離職後１年以内の労働者の派遣禁止
離職した労働者（※）を離職後１年以内に元の勤務先へ派遣労働者として派遣することは

できません。

※60歳以上の定年退職者は例外。

オ グループ企業派遣の８割規制
派遣会社が属するグループ企業への派遣は全体の８割以下にすることが必要です。

カ マージン率などの情報提供

イ 派遣を行ってはならない業務

日雇労働者（派遣会社との労働契約が30日以内の労働者）を派遣することはできません。

【①・②のいずれかに該当する業務・場合は例外】

ウ 日雇派遣（30日以内）の原則禁止

派遣会社 Ａ社（派遣先）Ａ社

離職

社員・アルバイトとして雇用 派遣労働者として派遣会社で雇用 派遣労働者としてＡ社へ派遣

派遣

インターネットなどにより、派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況な

どの情報提供が必要です。

派遣料金（派遣先が派遣会社へ支払う料金）

賃金（派遣会社が労働者に支払う賃金） マージン

①日雇派遣の例外「業務」 ②日雇派遣の例外の「場合」

○ ソフトウェア開発
○ 機械設計
○ 事務用機器操作
○ 通訳、翻訳、速記
○ 秘書
○ ファイリング
○ 調査
○ 財務処理
○ 取引文書作成

○ デモンストレーション
○ 添乗
○ 受付・案内
○ 研究開発
○ 事業の実施体制の企画、立案
○ 書籍等の制作・編集
○ 広告デザイン
○ ＯＡインストラクション
○ セールスエンジニアの営業、

金融商品の営業

日雇労働者が以下のいずれかに該当
・60歳以上の者
・雇用保険の適用を受けない学生
・副業として従事する者
　（生業収入が500万円以上の者に限る）
・主たる生計者以外の者
　（世帯収入が500万円以上の者に限る）
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　派遣会社が労働者派遣を行う際のポイント
２ 派遣契約の締結にあたって

ア 派遣受入期間の制限
業務によっては派遣先の派遣受入期間に制限があります。

派遣会社は、派遣先の派遣受入期間の制限に抵触しない範囲内で派遣期間を定め、派遣

契約を締結してください。

○ソフトウェア開発
○機械設計
○事務用機器操作
○通訳、翻訳、速記
○秘書
○ファイリング
○調査

○財務処理
○取引文書作成
○デモンストレーション
○添乗
○受付・案内
○研究開発
○事業の実施体制の
　企画、立案

○書籍等の制作・編集
○広告デザイン
○ＯＡインストラクション
○セールスエンジニアの

営業、金融商品の営業
○放送機器等操作
○放送番組等演出

○建築物清掃
○建築設備運転、点検、整備
○駐車場管理等
○インテリアコーディネーター
○アナウンサー
○テレマーケティング
○放送番組等の大道具・小道具
○水道施設等の設備運転等

業務 派遣先での派遣受入期間の制限

物の製造、軽作業、一般事務など
原則１年間

◆過半数労働組合等の意見を聴いた上で、３年間ま
で延長可能

いわゆる「26業務」その他（※） 制限なし

【いわゆる「26業務」】

○３年以内の有期プロジェクト業務
○日数限定業務
○産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
○介護休業等を取得する労働者の業務

※その他派遣受入期間の制限がないもの

一般事務業務への派遣

派遣先

抵触日以降の
派遣労働者の
受入れ禁止

派遣受入開始

（平成2５年１月１日）

３年

期間制限抵触日

（平成2８年１月１日）

＜派遣受入期間が３年の場合を想定＞

派遣先が派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始前に面接を行うこと、履歴書を送

付させることなどは原則的にできません。派遣会社はこれらに協力をしてはなりません。

ただし、紹介予定派遣の場合は例外です。

イ 事前面接の禁止

●　派遣契約では、業務内容、場所、期間などを定めることが必要です。

●　派遣契約には、派遣先の都合による派遣契約の中途解除の際に、派遣労働者の雇用の

安定を図るために必要な措置に関する事項についても定めることが必要です。

【派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項】

　・派遣労働者の新たな就業機会の確保

　・派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用の負担に関する措置など

ウ 適切な派遣契約の締結
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　派遣会社が労働者派遣を行う際のポイント

３ 労働契約の締結にあたって
ア 雇入れ前の待遇に関する事項の説明
労働契約締結前に、労働者に対して以下の説明が必要です。

①派遣労働者である旨

②雇用された場合の賃金の見込み額などの待遇に関すること（書面等により説明）

③派遣会社の事業運営に関すること

④労働者派遣制度の概要

派遣会社

Ｘ社

Ａさん

派遣労働者として
X社で就労

Ａさん

Ｘ社の社員に

ＡさんをＸ社へ職業紹介

Ｘ社で直接雇用

●　以下を勘案して派遣労働者の賃金を決定するように配慮することが必要です。

　①派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準

　②派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など

●　教育訓練や福利厚生などについても派遣先の労働者との均衡に向けた配慮が必要です。

イ 派遣先との均衡待遇の確保

●　労働契約の締結時、派遣労働者に対し、書面等により労働条件（賃金・休日など）や

派遣料金額（※）の明示が必要です。

●　派遣就業前にあらかじめ、派遣労働者に対し、書面等により就業条件（業務内容・場

所など）の明示が必要です。

※派遣料金額（派遣先から派遣会社に支払われる額）は、派遣就業の開始時、派遣料金

額の変更時などに派遣労働者に明示が必要です。

ウ 労働条件、就業条件、派遣料金の明示

●　社会・労働保険の適切な加入が必要です。

●　派遣労働者と派遣先に対し、社会・労働保険の適用の有無を通知することが必要です。

未加入の場合には、その理由を通知することが必要です。

エ 社会・労働保険の適用

紹介予定派遣とは

●　一定の労働者派遣の期間（６か月以内）を経て、直接雇用に移行すること（職業紹介）

を念頭に行われる派遣を紹介予定派遣といいます。

●　労働者派遣事業の届出・許可と職業紹介事業の許可が必要です。

●　紹介予定派遣を行う場合は、紹介予定派遣であることを派遣労働者に明示することが必

要です。

●　派遣先での直接雇用に至らなかった場合、派遣労働者の求めに応じて派遣先に理由を確

認し、派遣労働者に明示することが必要です。
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　派遣会社が労働者派遣を行う際のポイント

無期雇用

有期雇用

４ 雇用管理
ア 苦情の処理

派遣会社は、派遣労働者からの苦情の処理体制を整備しなければなりません。

派遣会社は、派遣元責任者を選任し、派遣元管理台帳を作成しなければなりません。

イ 派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の作成

５ 派遣就業の終了にあたって
ア 派遣終了の通知

派遣受入期間に制限のある業務への派遣の場合は、派遣先の派遣受入期間の制限に抵触

する日より前に、抵触日以降続けて労働者派遣を行わない旨の、派遣先および派遣労働者

への通知が必要です。

派遣先は、以下の場合は派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければなりません。

イ 派遣先の労働契約の申込み義務

●　派遣契約と労働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、即座に派遣労

働者を解雇できるものではありません。

●　派遣会社は、派遣先と連携して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける、派遣会

社において他の派遣先を確保するなど、派遣労働者の新たな就業機会の確保が必要です。

　　新たな就業機会を確保できないときは、まず休業などを行い、雇用の維持を図ること

が必要です。

ウ 派遣契約が中途解除された場合

有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置

派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の

派遣労働者（雇用期間が通算１年以上）の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努

めることが必要です。

①　無期雇用の労働者として雇用する機会の提供 

②　紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進 

③　無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施

受入れている業務 労働契約の申込みが義務になる場合

物の製造、軽作業、一般事務など
派遣受入期間の制限への抵触日以降も派遣労働者

を使用する場合

いわゆる「26業務」など
同一業務に同一の派遣労働者を３年を超えて受け

入れており、その業務に派遣先が新たに労働者を雇
い入れようとする場合
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　派遣会社が労働者派遣を行う際のポイント
解雇について

●　期間の定めのない労働契約の場合、権利の濫用にあたる解雇は、労働契約法第16条に

より無効となります。

●　有期労働契約の場合、労働契約法第17条の「やむを得ない事由」がある場合でなければ、

契約期間中の解雇はできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性

は厳しく判断されます。また、派遣先との間の派遣契約が中途解除された場合でも、その

ことが直ちに派遣会社の「やむを得ない事由」に該当するものではないことに注意してく

ださい。

　　なお、やむを得ず解雇する場合であっても、以下のような手続きが必要となります。

　・　解雇は少なくとも30日前までの予告が必要です。予告できない場合には、解雇予告

手当を支払う必要があります。（２カ月以内の有期労働契約の派遣労働者などには適用

されません。）

　・　労働契約期間の満了に伴い、派遣会社が、派遣労働者との有期労働契約を更新しない（雇

止めをする）場合には、30日前までの予告が必要です。（契約を３回以上更新している

場合や、雇入れから１年を超えている場合に限ります。更新しない旨明示している場合

は除きます。）

（参考）　派遣会社と派遣先のチェックポイント一覧

派遣会社 派遣先
事業運営のための許可・届出

禁止業務への派遣禁止

日雇派遣の原則禁止

離職後１年以内の労働者の派遣禁止

グループ企業派遣８割規制

マージン率などの情報提供

適切な派遣契約の締結

雇入れ前の待遇に関する事項の説明

派遣先との均衡待遇の確保

労働条件・就業条件・派遣料金の明示

社会・労働保険の加入手続

有期雇用労働者の無期転換推進措置

苦情の処理体制の整備

派遣元責任者の選任

派遣元管理台帳の作成

禁止業務への派遣受入れ禁止

離職後１年以内の労働者の派遣受入れ禁止

派遣受入期間の制限

事前面接の禁止

適切な派遣契約の締結

派遣元へ情報提供の協力

社会・労働保険加入状況の確認

苦情の処理体制の整備

派遣先責任者の選任

派遣先管理台帳の作成

一定期間派遣受入れ後の労働契約申込み義務

派遣会社 派遣先　Ａ社

派遣労働者

派遣契約

仕
事
上
の
指
揮命令

労
働

契約

7



労働局名 課室名 代表電話番号

【 問 い 合 わ せ 先 】
都　道　府　県　労　働　局

◆このパンフレットは、労働者派遣制度の主な内容を説明したものです。

詳しくは

労働局名 課室名 代表電話番号

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

新 潟

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

職 業 安 定 課

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需給調整事業第二課

需 給 調 整 事 業 課

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

職 業 安 定 課

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 課

需給調整事業第二課

需 給 調 整 事 業 室

０１１－７０９－２３１１

０１７－７２１－２０００

０１９－６０４－３００４

０２２－２９２－６０７１

０１８－８８３－０００７

０２３－６２６－６１０９

０２４－５２９－５７４６

０２９－２２４－６２３９

０２８－６１０－３５５６

０２７－２１０－５１０５

０４８－６００－６２１１

０４３－２２１－５５００

０３－３４５２－１４７４

０４５－６５０－２８１０

０２５－２８８－３５１０

０７６－４３２－２７１８

０７６－２６５－４４３５

０７７６－２６－８６０９

０５５－２２５－２８５７

０２６－２２６－０８６４

０５８－２４５－１３１２

０５４－２７１－９９８０

０５２－２１９－５５８７

０５９－２２６－２１６５

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿児島

沖 縄

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 課

需給調整事業第一課

需 給 調 整 事 業 課

需 給 調 整 事 業 室

職 業 安 定 課

職 業 安 定 課

職 業 安 定 課

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 課

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

職 業 安 定 課

需 給 調 整 事 業 課

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

需 給 調 整 事 業 室

職 業 安 定 課

需 給 調 整 事 業 室

職 業 安 定 課

０７７－５２６－８６１７

０７５－２４１－３２２５

０６－４７９０－６３０３

０７８－３６７－０８３１

０７４２－３２－０２０８

０７３－４８８－１１６０

０８５７－２９－１７０７

０８５２－２０－７０１７

０８６－８０１－５１１０

０８２－５１１－１０６６

０８３－９９５－０３８５

０８８－６１１－５３８６

０８７－８０６－００１０

０８９－９４３－５８３３

０８８－８８５－６０５１

０９２－４３４－９７１１

０９５２－３２－７２１９

０９５－８０１－００４５

０９６－２１１－１７３１

０９７－５３５－２０９５

０９８５－３８－８８２３

０９９－２１９－８７１１

０９８－８６８－１６５５

厚生労働省　労働者派遣事業 検索

人材サービス情報サイトについて

厚生労働省では、「人材サービス総合サイト」を運営しています。

このサイトでは、派遣労働者や派遣先の皆さまがより良い派遣会社を選んでいただけるよ

う、派遣会社の情報を掲載しています。

サイト上に、派遣会社のホームページのリンクや取扱職種などの掲載ができますので、ぜ

ひご活用ください。

厚生労働省のホームページにて、

労働者派遣法や業務取扱要領などの資料を掲載しています。

※トップページ「掲載の申込」より掲載の申し込みができます。

「人材サービス総合サイト」
http://jinzai-sougou.go.jp
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